






生活援助 20 分以上 45 分未満 179 単位 179 円 

45 分以上 220 単位 220 円 

早朝・夜間加算 

(6:00～8:00・18:00～22:00) 
基本料金に対して 25％加算 

深夜加算（22:00～6:00） 基本料金に対して 50％加算 

≪介護予防訪問介護担当サービス≫ 

サービス費用の設定     

1 か月毎 
対象者 所定単位数 

利用者負担      

(負担割合１割の場合) 

週１回程度の利用 事業対象者、要支援１・２ 1.176 単位 1.176 円 

週２回程度の利用 事業対象者、要支援１・２ 2.349 単位 2.349 円 

週２回を超える程度の利用 要支援２ 3.727 単位 3.727 円 

≪加算・減算関係≫ 

加算・減算名称 加算詳細 加算・減算額 

初回加算 新しく訪問介護計画等を作成する

利用者に対して、初回の介護サー

ビスを提供した場合に発生する加

算 

２００単位加算 

緊急時訪問介護加算 緊急時に、利用者又は家族等から要請

に基づき、訪問介護サービスを行った

場合に算定できる加算 

１００単位加算 

特定事業所加算(Ⅱ) 介護福祉士等の人材を確保し、質の

高い介護サービス提供するための体

制を構築している事業所を評価する

加算 

所定単位数の（10％）加算 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 
介護職員の処遇改善を目的に設

けられた加算 
所定単位数の(24.5％)で加算 

同一建物減算 ３ 

事業所と同一の建物等に居住す

る利用者に対する効率的なサー

ビスの提供などを勘案し、設け

られる減算 

所定単位数の(88％)で算定 

 

 

◇保険給付として不適切な事例への対応について 

(1) 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサ

ービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。 

① 「直接本人の援助」に該当しない行為 



















22 重要事項説明の年月日 

上記内容について、「大分市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成25年大分市条例第61号）」及び「大分市介護予防日常生活支

援総合事業における介護予防訪問介護相当サービス等の人員設備及び運営に関す基準

を定める事項」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

重要事項説明書の説明年月日 令和  年   月   日 

 

事

業

者 

所 在 地  大分市大字寒田 1054 番地の 1 

法 人 名  医療法人 たかはし泌尿器科 

代 表 者 名  理事長  髙橋 真一   印 

事 業 所 名  たかはし訪問介護ステーション 

説明者氏名  高橋 くみ子  印 

 

 

 事業者から上記内容の説明を確かに受けました。 

ご利用者 

住 所  

氏 名 印 

 

代理人 

住 所  

氏 名 印 

 

※この重要事項説明書は厚生省令第 37 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 8 条の規定に 

基づき、お客様又はそのご家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

令和 7 年 2 月 1 日 制定 

令和 7 年 4 月 1 日 制定 
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